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１ 合併の方式 
比内町及び田代町を廃し、その区域を大館市へ編入することとする。 

 

２ 合併の期日 
合併の期日は、平成１７年６月２０日とする。 

 

３ 新市の名称 
新市の名称は、大館市とする。 

 

４ 新市の事務所の位置 
新市の事務所の位置は、現大館市役所（大館市字中城２０番地）とする。現比内町役

場及び現田代町役場については、住民の利便性等を勘案して、必要職員を置く総合支所

方式とし、空きスペースについては、分庁舎としての活用を考慮する。 

 
５ 財産の取扱い 
 

６ 事務組織及び機構の取扱い 
新市の事務組織及び機構については、市民サービスが低下しないように十分配慮

し、次の事項を基本として整備する。 

また、合併後においては、適宜、その組織及び運営を見直し、効率化に努め、規

模等の適正を図るものとする。 

   ① 市民にわかりやすく、利用しやすい組織・機構 

   ② 市民の声を的確に反映することができる組織・機構 

   ③ 地域コミュニティの推進を図ることができる組織・機構 

   ④ 行政課題に迅速かつ的確に対応することができる組織・機構 

   ⑤ 簡素で効率的な組織・機構 

 

７ 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 
（１）比内町農業委員会及び田代町農業委員会を大館市農業委員会に統合する。 

（２）選挙による委員については、次のとおり取り扱うものとする。 

① 比内町及び田代町の選挙による委員については、比内町及び田代町の農地法関

係業務等に支障を来すことのないよう、市町村の合併の特例に関する法律（昭和

４０年法律第６号）第８条第１項第２号の規定を適用し、大館市農業委員会の委

員の残任期間、引き続き合併後の大館市の農業委員会の委員として在任するもの

とする。なお、在任期間中の委員の報酬は、現行の１市２町のそれぞれの額を適

用する。 

② 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第７条第１項の規定に
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基づき、合併後の大館市の農業委員会の選挙による委員の定数を２８人とし、大

館市の区域に４選挙区、比内町及び田代町の区域にそれぞれ１選挙区を設けるも

のとする。 

③ 選挙区ごとの定数は、平成１７年３月３１日現在の選挙区の選挙人の数を基に、

合併後最初に執行される大館市の農業委員会の一般選挙までに定めるものとする。 

 

８ 地方税の取扱い 
（１）個人住民税については、税率は現行のとおりとし、納期は大館市の納期に統一す

る。 

（２）法人住民税については、税率は大館市の税率に統一する。ただし、合併前の大館

市に事務所又は事業所を有しない法人については、平成１９年度まで標準税率を適

用する。 

（３）固定資産税については、税率は現行のとおりとし、納期は大館市の納期に統一す

る。 

（４) 軽自動車税については、税率は現行のとおりとし、納期は大館市の納期に統一す

る。 

（５) 市町村たばこ税については、現行のとおりとする。 

（６) 特別土地保有税については、現行のとおりとする。 

（７) 入湯税については、現行のとおりとする。 

（８) 都市計画税については、課税対象区域を大館市及び比内町の都市計画区域内の用

途地域とし、税率は現行の大館市の税率を適用する。ただし、比内町については、 

平成１９年度まで課税しないものとする。  

 
９ 一般職の職員の身分の取扱い 

（１）比内町及び田代町の一般職の職員については、すべて新市の職員として引き継ぐ。 

（２）職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に

努める。 

（３）職員の職名及び任用要件については、現行の大館市の制度に統一する。  

（４）職員の給与及びその他の身分の取扱いについては、公正に取り扱うものとする。 

 
１０ 特別職の職員の身分の取扱い 
（１）大館市、比内町、田代町共に同種の附属機関が置かれている場合は、比内町及び

田代町の委員については、新市に引き継がないものとする。ただし、合併後の当該

附属機関の委員の構成については、比内町及び田代町の実情を十分に考慮して、適

切な措置を講じるものとする。 
（２）比内町、田代町に置かれている附属機関で、大館市に同種のものがない場合は、

必要に応じて当該附属機関を新市に引き継ぎ、委員の構成については、実情を考慮



 

 
3 

 

して適切な措置を講ずるものとする。 
 
１１ 条例、規則等の取扱い 
原則として大館市の条例、規則等を適用する。ただし、各種事務事業等の調整方針と

関係する条例、規則等については、その調整を踏まえて所要の改正等を行うものとする。 

 

１２ 議会の議員の定数及び任期の取扱い 
（１）比内町及び田代町の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律（昭４０年

法律第６号）第７条第１項第２号の規定を適用し、大館市の議会の議員の残任期間、

引き続き合併後の大館市の議会の議員として在任するものとする。 

（２）合併後の在任期間中の議員の報酬は、現行の１市２町のそれぞれの額を適用する。 

（３）合併後最初の一般選挙時（平成１９年４月）の定数の取扱いについては、定数特

例を適用しない。 

 

１３ 一部事務組合等の取扱い 

（１）一部事務組合のうち、大館周辺広域市町村圏組合については、合併の日の前日を

もって解散し、合併の日に事務及び財産並びに一般職の職員をすべて新市に引き継

ぐ。比内町及び田代町は、秋田県市町村総合事務組合並びに秋田県市町村会館管理

組合を合併の日の前日をもって脱退する。 

（２）大館市土地開発公社については、現行のとおり存続する。比内町及び田代町は、

合併前に秋田県町村土地開発公社から脱退する。 

（３）比内町及び田代町は、公平委員会の事務の委託を合併の日の前日をもって廃止す

る。 

（４）第三セクター等については、現行のとおり合併の日に新市に引き継ぐ。 

 

１４ 使用料、手数料等の取扱い 
（１）各市町で差異のない使用料及び手数料については、現行のとおりとする。 

（２）各市町で差異のある各種施設の使用料については、施設の内容及び建設年度が異

なること等から、当分の間、原則として現行のとおりとする。その他の使用料につ

いては、原則として統一に向け調整を図るものとする。 

（３）各市町で差異のある手数料については、住民負担に配慮しつつ、負担の公平の原

則により合併時に統一する。 

（４）各市町で差異のある保育料については、平成１９年度まで大館市は段階的に引き

下げ、比内町及び田代町は現行のとおりとし、平成２０年度に、国の徴収基準額の

概ね７５パーセントに統一する。 
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１５ 公共的団体等の取扱い 
公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの事情を

尊重しながら、そのあり方について調整に努める。 

（１）共通の目的をもった団体については、できる限り合併時に統合できるよう調整に

努める。 

（２）統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調

整に努める。 

（３）独自の目的をもった団体については、原則として現行のとおりとする。 

 

１６ 補助金、交付金等の取扱い 
補助金、交付金等の取扱いについては、従来からの経緯や実情に配慮し、公共的必要

性、有効性、公平性の観点から、次の方針を基本に調整する。 

（１）各市町同一又は同種の補助金、交付金等については、関係団体等の理解と協力を

得て、統一の方向で調整する。 
（２）各市町独自の補助金、交付金等については、制度の経緯や地域事情、従来からの

実績を踏まえ、市域全体の均衡を保つよう調整する。 
 

１７ 町名、字名の取扱い 
（１）大館市の区域内の町（字）の区域及び名称は、現行のとおりとする。 

（２）比内町の区域内の町（字）の区域は現行のとおりとし、名称は、現行の大字の前

に「比内町」の名称を付ける。 

（３）田代町の区域内の町（字）の区域及び名称は、現行のとおりとする。 

 

１８ 慣行の取扱い 
慣行の取扱いについては、合併時に大館市の制度に統一する。 

 

１９ 国民健康保険事業の取扱い 
（１）国民健康保険事業については、合併時に再編する。 

（２）大館市で実施している各種検診の助成については、国民健康保険事業として実施

する。その他の検診については、保健事業として実施するよう調整を図る。 

（３）国民健康保険事業基金については、合併時に新市に引き継ぐ。 

（４）出産、葬祭に関する給付については、現行のとおりとする。 

（５）国民健康保険運営協議会については、合併時に大館市の制度に統合する。 

（６）国民健康保険健康優良家庭表彰については、合併時まで調整する。 

（７）国民健康保険税については、算定方式は合併時に３方式に統一する。税率は平成

１９年度まで不均一課税とし、平成２０年度に統一する。納期は、合併時に大館 

市の納期に統一する。 
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（８）高額療養費貸付については、合併時に大館市の制度に統一する。 

（９）国保出産費資金貸付については、合併時に大館市の制度に統一する。 

 

２０ 介護保険事業の取扱い 
（１）介護保険認定審査会については、合併時に大館市に統合する。 
（２）第１号被保険者の保険料率については、平成１７年度まで現行のとおりとし、平

成１８年度から統一する。 
（３）第１号被保険者の納期については、合併時に大館市の納期に統一する。 
（４）介護保険事業計画運営委員会については、合併時に大館市の制度に統合する。 
（５）介護保険事業計画については、平成１７年度まで現行のとおりとし、平成１８年

度から統一する。 
（６）介護保険料の減免については、平成１７年度まで現行のとおりとし、平成１８年

度から制度を再編する。 
（７）介護保険利用者負担金の減免については、合併時に大館市の制度に統一する。 
（８）介護保険要介護認定訪問調査については、平成１８年度まで現行のとおりとし、

平成１９年度から大館市の制度に統一する。 

 

２１ 消防団の取扱い 
（１）消防団組織については、合併時は連合消防団形態とし、合併後平成２０年度をめ

どに統合する。 

（２）消防団人事については、合併時に団長及び副団長の任期を３年に統一し、団員の

定年は６２歳とする。ただし、田代町については、統合時まで定年は６３歳とする。

報酬等については、合併時に大館市の制度に統一する。 

（３）消防車等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

（４）消防団の諸行事については、当面現行のとおりとする。 

 

２２ 行政区の取扱い 

（１）行政区については、現行のとおりとする。 

（２）行政協力員については、現行の行政町内会単位を基本とし、合併時に大館市の制

度に統一する。ただし、職務内容については、田代町の制度に統一する。 

 
２３ 各種事務事業の取扱い 
 
２３－１ 男女共同参画事業の取扱い 
男女共同参画事業については、合併時に大館市の制度に統一する。 
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２３－２ 国際交流事業等の取扱い 
（１）国際交流研修に対する助成については、事業内容等の調整を図り、合併時に統一

する。 

（２）田代町の姉妹友好都市交流については、相手町の意向を確認し、原則として新市

に引き継ぐ。 

（３）外国籍住民に対する支援事業については、合併時に大館市の制度に統一する。 

 

２３－３ 電算システム事業 

電算システムの統合に当たっては、下記の点に留意しながら、住民サービスの低下を

招くことなく、合併期日に安全かつ確実に稼働できるよう調整するものとする。 

（１）住民生活に影響が及ばないように十分配慮する。 

（２）システム統合にかかる改修の量及び経費は、極力抑えるように配慮する。 

（３）地域情報化の推進、電子自治体の実現等の課題に適時、的確に対応する。 

 

２３－４．広報広聴関係事業の取扱い 

広報、広聴関係事業については、合併時に大館市の制度に統一する。 

 

２３－５ 納税関係事業の取扱い 

（１）納税貯蓄組合（田代町は納税組合）については、合併時に大館市に統合する。 

（２）納税貯蓄組合長（田代町は納税組合長）の報酬額については、合併時に大館市の

額に統一する。 

（３）納税貯蓄組合連合会については、合併時に大館市に統合する。 

（４）納税貯蓄組合事務費等補助金（比内町及び田代町は納税報奨金）については、合

併時に大館市の制度に統一する。 

（５）前納報奨金（比内町及び田代町）については、合併時に廃止する。 

（６）口座振替については、合併時に大館市の制度に統一する。 

 

２３－６ 消防防災関係事業の取扱い 
（１）地域防災計画については、合併後に大館市の計画を基に統一する。 

（２）防災組織（体制）については、合併時に大館市の制度に統合する。 

（３）水防計画については、合併後に大館市の計画を基に統一する。 

（４）避難場所の指定については、現行のとおりとする。 

（５）防災施設及び災害時備蓄品については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

（６）自主防災組織については、合併後に再編する。 

（７）防災行政無線については、合併後に再編する。 

（８）常備消防体制については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

（９）災害時の総合応援支援協定については、合併時に大館市の制度に統一する。 
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２３－７．交通関係事業の取扱い 
（１）バス路線維持事業については、新市において継続する。 

（２）単独バス運行事業については、現行のとおりとする。 
（３）コミュニティバス運行事業については、現行のとおりとする。 
（４）ＪＲ駅業務委託については、現行のとおりとする。 
（５）交通指導員については、合併時に再編する。 
（６）交通安全啓発事業については、合併後の事業内容を交通安全対策協議会で決

定する。 
 

２３－８ 窓口業務の取扱い 
（１）窓口業務については、住民サービスの利便性を図るよう調整に努める。 

（２）昼休憩時の窓口業務については、現行のとおりとする。 

（３）閉庁日及び夜間の窓口業務については、現行のとおりとする。 

（４）出張所については、現行のとおりとする。 

 

２３－９ 保健衛生事業の取扱い 
（１）母子保健事業については、合併時に大館市の制度に統一する。ただし、妊婦健康

診査については、合併時までに再編する。また、健康診査の実施会場については、

地域の実情を考慮して決定する。 

（２）予防接種事業については、合併時に大館市の制度に統一する。 
（３）基本健診・各種検診事業については、合併時に大館市の制度に統一する。た

だし、実施体制、方法については、地域の実情を考慮して決定する。 
 

２３－１０ 病院、診療所の取扱い 
 

２３－１１ 休日、夜間、救急診療の取扱い 
（１）休日夜間急患センター運営事業については、合併時に統合する。 

（２）在宅当番・救急医療情報提供実施事業については、現行のとおり、大館市の制度

を適用する。 

 

２３－１２ 障害者福祉事業の取扱い 
（１）身体障害者（児）補装具の交付及び修理については、合併時に大館市の制度に統

一する。 

（２）障害者（児）日常生活用具給付等事業については、合併時に大館市の制度に統一

する。 
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（３）在宅障害者共同作業所通所費助成については、現行の大館市の制度を適用する。 

（４）障害者共同作業所については、現行のとおりとする。 

（５）障害者バス・有料道路割引については、現行のとおりとする。 

（６）身体障害者在宅バリアフリー化支援事業については、現行の大館市の制度を適用

する。 

（７）在宅福祉活動促進事業については、現行の大館市の制度を適用する。 

（８）身体障害者訪問入浴等サービス事業については、合併時に大館市の制度に統一す

る。 

（９）障害者社会参加促進事業については、現行の大館市の制度を適用する。 

（10）障害者福祉都市推進事業については、現行の大館市の制度を適用する。 
（11）重度心身障害者（児）移送費給付事業については、合併後に再編する。 
 

２３－１３ 高齢者福祉事業の取扱い 
 

２３－１４ 児童福祉事業の取扱い 
（１）国又は県等が定める制度で、要綱等に準拠して実施している事業については、現

行のとおりとする。 

（２）国又は県等が定める制度及び独自に実施している事業で、大館市のみが実施

しているものについては、大館市の制度を適用する。 
（３）児童館については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
（４）移動児童館事業及び地域子育て支援センター事業並びに放課後児童クラブに

ついては、現行のとおりとする。 
（５）出産祝金については、平成１７年度に限り、比内町、田代町在住者で、第３

子以降を出産した保護者に対して、５万円を支給する。平成１８年度以降につ

いては、合併後に再編する。 
 

２３－１５ 保育事業の取扱い 
（１）保育所・保育園事業については、現行のとおりとする。ただし、へき地保育所の

保育料及び運営形態は、平成１９年度まで現行のとおりとし、その後、保育料の 

統一及び運営形態について調整する。 

（２）特別保育事業については、現行のとおりとする。ただし、休日保育及び障害児保

育については、大館市の制度を適用する。 

（３）保育所給食については、現行のとおりとする。 

（４）保育料の減免については、合併時までに統一する。ただし、母子・障害者世帯の

場合の減免額は、保育料徴収基準額表の一本化後に統一する。 

（５）保育料の決定及び徴収については、合併時までに再編する。 
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２３－１６ 生活保護事業の取扱い 
生活保護事業については、合併時に大館市の制度に統一する。（比内町、田代町分は合

併時に秋田県から引き継ぐ。）  

 

２３－１７ その他福祉事業の取扱い 
（１）福祉センター運営事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、田代

町総合福祉センターの利用料については、無料とする。 

（２）老人保健福祉センター運営事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

（３）老人福祉センター運営事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

（４）福祉部局所管施設管理については、現行のとおりとする。 

（５）福祉施設管理運営委託については、現行のとおりとする。 

（６）社会福祉事業団については、現行のとおりとする。 

（７）福祉バスの運行については、合併時に再編する。 

（８）戦没者追悼式等については、合併時に大館市の制度に統一する。 

（９）福祉医療費単独拡大事業の対象者については、平成１９年７月３１日まで現行の

とおりとし、平成１９年８月１日から再編する。 

 

２３－１８．健康づくり事業の取扱い 
（１）健康教育及び健康相談については、合併時に大館市の制度に統一する。ただし、

対象者等については、合併時までに決定する。 
（２）市町村健康増進計画については、合併後に再編する。 

 
２３－１９．ごみ収集運搬業務の取扱い 
（１）廃棄物処理計画等については、合併時までに新計画を策定する。 

（２）一般廃棄物処理については、分別区分、収集運搬及び処分体制の調整を図り、合

併時までに統一する。 

（３）ごみ集積所については、現行のとおりとする。 

（４）指定ごみ袋については、合併時に再編する。 

（５）し尿・浄化槽汚泥収集運搬については、現行のとおりとする。 運搬料について

は、平成１８年度まで現行のとおりとし、平成１９年度に再編する。 

 

２３－２０．環境対策事業の取扱い 
（１）環境に関する計画については、合併後に再編する。 

（２）環境美化事業については、地域の実情を考慮し、合併後に再編する。 

（３）不法投棄ごみ防止については、合併時に大館市の制度に統一する。 

（４）公害調査等については、合併後に再編する。 
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２３－２１ 農林関係事業の取扱い 
（１）農業振興地域整備計画については、合併後に新たな計画を策定することとし、新

計画が策定されるまでの間は、現計画を運用する。 

（２）認定農業者等については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、認定基準につ

いては、大館市の基準に統一する。 

（３）米の生産調整対策については、大館広域圏水田農業振興協議会を新市に引き継ぎ

実施する。 

（４）農業総合指導センターについては、合併時に統合する。 

（５）農作物異常気象対策協議会については、合併時に統合する。 

（６）農業集落排水事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

（７）森林整備計画については、合併後に大館市の計画を変更することにより統合する。

計画を統合するまでの間は、現計画を運用する。 

（８）大館市森林整備公社については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

（９）緑化推進委員会・協議会については、合併時に統合するものとし、植樹祭につい

ては、現市町の持ち回り開催とする。 

（10）田代町町営牧場については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

（11）大館市コンポストセンターについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 
２３－２２ 商工・観光関係事業の取扱い 
（１）空店舗対策補助事業については、合併時に大館市の制度に統一する。ただし、合

併前に比内町において実施済の商店街等活性化事業については、現行の取扱いを継

続する。 

（２）中小企業事業資金融資あっせん制度については、合併時に大館市の制度に統一す

る。 

（３）中小企業融資あっせん資金保証料補給制度については、合併時に大館市の制度に

統一する。 

（４）工業団地については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

（５）工場等設置促進条例による奨励措置については、合併時に大館市の制度に統一す

る。ただし、合併前に指定した企業への優遇措置については、現行の取扱いを継続

する。 

（６）観光施設については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

（７）観光イベントについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 

２３－２３ 建設関係事業の取扱い 

（１）市町道については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、市道の認定基準につ

いては、大館市の基準に統一する。 
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（２）除雪体制については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、除雪計画について

は、合併後に策定する。 

（３）道路占用料については、合併時に現行の大館市の額に統一する。 

（４）公営住宅等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

（５）都市計画については、現行のとおり新市に引き継ぐ。都市計画マスタープランに

ついては、現計画を基本に新市において新たに策定することとし、新計画が策定さ

れるまでの間は、現計画を運用する。 

 

２３－２４ 上水道、下水道事業の取扱い 

（１）上水道事業及び簡易水道事業については、合併時に公営企業として統合する。た

だし、比内町の簡易水道事業給水区域の一部については、小規模水道として新市に

引き継ぐ。 

（２）水道使用料については、平成１９年度まで現行のとおりとする。平成２０年度か

ら新料金を設定の上統一する。 

（３）水道加入金・分担金については、合併時は現行のとおりとし、合併後３年以内に

再編する。 

（４）水道関係手数料については、合併時に大館市の制度に統一する。ただし、開栓・

再開栓・閉栓手数料については、平成１９年度まで現行のとおりとし、平成２０年

度に再編する。 

（５）工業用水道事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

（６）公共下水道事業については、合併時に公営企業として統合する。 

（７）下水道使用料については、平成１９年度まで現行のとおりとする。平成２０年度

から新料金を設定の上統一する。 

（８）下水道事業受益者負担金・分担金については、現行のとおりとし、納期について

は、大館市の納期に統一する。 

（９）合併処理浄化槽設置整備補助事業については、平成１７年度まで現行のとおりと

し、平成１８年度に再編する。 

（10）戸別合併処理浄化槽整備事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、

事業計画については、合併後に見直しを図る。 

（11）下水道・合併処理浄化槽事業関係融資あっせん制度等については、平成１７年度

まで現行のとおりとし、平成１８年度に再編する。 

 

２３－２５ 小、中学校の通学区の取扱い 

小、中学校の通学区域については、現行のとおりとし、地域要望等により、必要に応

じて新市において調整する。 
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２３－２６ 学校教育事業の取扱い 

 

２３－２７ 文化振興事業の取扱い 

（１）歴史民俗資料館については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

（２）市町村史等の編さんについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

（３）指定文化財については、合併時に大館市の制度に統一する。 

 

２３－２８ 社会教育（生涯学習）事業の取扱い 

（１）社会教育振興計画については、合併時に再編する。ただし、平成１８年度から始

まる５カ年の中期計画については、合併後に策定する。 

（２）成人式については、合併時に再編する。 

（３）図書館については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

（４）図書館協議会については、合併時に統合する。 

（５）生涯学習フェスティバルについては、合併時に再編する。ただし、再編できない

事業については、地区公民館事業として継続する。 

（６）公民館運営管理業務については、比内町公民館及び田代町公民館を地区公民館と

し、それぞれの分館は現行のとおりとする。ただし、業務内容については、合併時

に大館市の制度に統一する。 

（７）公民館主催事業・開催業務については、現行のとおりとする。 

（８）出前講座については、合併時に統一する。 

（９）各種スポーツ大会については、当分の間、現行のとおりとする。 

（10）スポーツ教室、講習会については、当分の間、現行のとおりとする。 

 

２３－２９ 社会福祉協議会の取扱い 
（１）社会福祉協議会については、それぞれの実情を尊重しながら、合併を支援する。 

（２）社会福祉協議会への事業委託・事業補助については、社会福祉協議会の事情を尊

重しながら調整に努める。 

 

２４ 新市建設計画 
新市建設計画は、別紙「新市建設計画」のとおりとする。 
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調 印 書 
 

 

 大館市、比内町及び田代町は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２

第１項及び市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第３条第１項の規

定に基づき設置された大館市・比内町・田代町合併協議会において、以上のとおり合併に

関する協議が整ったので、ここに調印する。 

 

 

 

 平成１６年１１月２９日 

 

 

  

 大館市長   

                 

       ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 比内町長   

                           

       ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 田代町長   

                       

       ------------------------------------------------------- 
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特別立会人 

 

 
 

 

 

 

 秋田県知事   

                       

       ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
17 

 

立 会 人 
 

 

 

 

 

合併協議会委員   

                       

        ----------------------------------------------------- 
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        ----------------------------------------------------- 
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